
から３年間
公 示 の 日

遊 技 機 から３年間

から３年間

Ｐあっぱれ！夏物語Ｖ１Ｅ

株式会社
高尾

110126
ぱちんこ 株式会社

ﾆｭｰｷﾞﾝ

110149
ぱちんこ 株式会社

藤商事

遊 技 機 から３年間

公 示 の 日

公 示 の 日

ＰＡ緋弾のアリア　～緋弾

ぱちんこ 公 示 の 日

株式会社
高尾

公 示 の 日

ぱちんこ
遊 技 機

1P0967

1P1283
遊 技 機

1P1643
遊 技 機

ぱちんこ

株式会社藤商事
井上　孝司
大阪市中央区内本町一丁目
１番４号

株式会社藤商事
井上　孝司
大阪市中央区内本町一丁目
１番４号

株式会社ニューギン
新井　悠司
名古屋市中村区烏森町三丁
目56番地

株式会社高尾
内ヶ島　隆寛
名古屋市中川区中京南通三
丁目22番地

株式会社高尾
内ヶ島　隆寛
名古屋市中川区中京南通三
丁目22番地

株式会社高尾
内ヶ島　隆寛
名古屋市中川区中京南通三
丁目22番地

ぱちんこ

遊 技 機

別記様式第52号（第24条関係）

和歌山県公安委員会告示第 ８

型　式　名

株式会社
藤商事

1P1761

遊 技 機

の 種 類

竹 田 純 久和歌山県公安委員会委員長

検 定

番 号

申 請 者 の 氏 名 又 は

名 称 及 び 住 所

検 定 の

有 効 期 間

製 造

会 社 名

公 示 の 日

号

令和 ４ 年 ３ 月 １ 日

　遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第
１項の規定により、検定した遊技機を次のとおり公示する。

覚醒編～ＦＲＡ

ＰストリートファイターＶ

　ＦＲＹ

Ｐだるまっしゅ２　Ｍ７－

ＫＣ

ＰＧＯＬＤピラミッ伝Ｖ１

Ｅ

Ｐリアル鬼ごっこ２Ｖ３Ａ

から３年間
株式会社
高尾

から３年間


